
健康診査受診上の注意事項 

 

１．健康診査を受診するときには、「受診券」と「被保険者資格を確認できるもの※」を実施登

録医療機関の窓口に提出してください。 

※①か②のいずれか ①マイナ保険証  ②資格確認書   

 

２．健康診査は、受診券に記載してある有効期限内に受診してください。  

 

３．健康診査結果は、医療機関から受診者本人に対して通知されます。また、本結果は大阪府

後期高齢者医療広域連合において保存し、被保険者の健康増進のために必要に応じて市町村

に提供します。お住まいの市区町村または大阪府後期高齢者医療広域連合から保健事業のご

案内をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 

４．健康診査結果の内容は、支払代行機関で点検されることがあります。 

 

５．被保険者の資格が無くなったとき、または区外、市外へ住所を変わられたときは、この受

診券を使用しての受診はできません。すみやかにこの受診券をお住まいの市区町村担当窓口

（後期高齢者医療担当）または大阪府後期高齢者医療広域連合にお返しいただくか、ご自身

で破棄してください。 

 

６．今年度７５歳になられた方で、今年度既に特定健康診査を受けられている場合は、後期高

齢者医療健康診査については受診する必要はありません。 

 

７．午前中に受診される方は、前日の夕食を早めに済ませ受診前１０時間以上、水以外はとら

ないでください。午後に受診される方については、朝食は早めに済ませ水以外はとらないで

ください。いつも飲んでいるお薬がある場合は、主治医と相談のうえ、その指示に従ってく

ださい。 

 

８．この受診券は、大阪府後期高齢者医療広域連合が契約を行っている医療機関以外では使用

できません。受診の前に医療機関に実施状況をお問い合わせの上、受診してください。 

 

[お問い合わせ先] 

大阪府後期高齢者医療広域連合 

     〒５４０-００２８ 

     大阪市中央区常盤町１－３－８（中央大通 FNビル８階） 

     電 話  ０６－４７９０－２０３１（給付課） 

     F A X  ０６－４７９０－２０３０ 

     ホームページ  https://www.kouikirengo-osaka.jp/ 

      業 務 時 間  平日 ９:００－１７:３０ 


